
新成人のみなさんおめでとうございます！

　20歳を迎えると、さまざまな権利とともに義務も生まれます。
　国民年金に加入することもそのひとつです。
　国民年金は、日本に住む20歳から60歳未満のすべての人が加入
し、老後の生活保障だけでなく、病気やケガで障害が残ったときや死
亡などにより、私たちの生活の安定が損なわれる事のないよう、国民一人ひとりが保険料を出し
合いお互いを支え合う制度です。
　ただし、加入の手続き漏れや保険料の納め忘れがあると年金が受け取れないこともありますの
で、「あのときに・・・」と後悔する前に必ず国民年金の加入手続きを取りましょう！
　なお、学生の方や収入が少なく保険料の納付が困難な方の場合は、「学生納付特例」や「若年
者納付猶予」など保険料の支払いを猶予する制度がありますので、役場健康福祉課で国民年金の
加入手続きと併せて申請してください。
※　20歳前に就職して厚生年金等に加入中の方は、手続きは不要です。

■国民年金の給付は、３種類の基礎年金があります

老齢基礎年金
65歳から生涯受けら
れます。

障害基礎年金
病気やケガで障害の
状態になった方が受
けられます。

遺族基礎年金
夫（妻）が亡くなった
ときに子のある妻
（夫）が受けられます。

■年金手帳は大切に保管しましょう
　公的年金制度では、すべての制度に共通して使用される基礎年金番号が用いられています。
　国民年金や厚生年金に加入すると基礎年金番号が記載された年金手帳が交付され、加入記録
や保険料の納付状況などがこの番号で管理されます。
　年金手帳は、年金に関する手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。

手続き・問合せ先
　健康福祉課国保年金係　☎７２－１２２９
　清和支所健康福祉係　　☎８２－２１１１
　蘇陽支所健康福祉係　　☎８３－１１１１
　熊本東年金事務所　　　☎０９６－３６７－２５０３

20 歳になったら『国民年金』20 歳になったら『国民年金』!!! !

「年金なんて先のこ
とだから関係ない。」
なんて思っていませ
んか？

平成 30年度山都町奨学生募集のお知らせ

平成 30年度保育所等新規入所申込みについて
　平成 30年度の認可保育所等の新規利用申込みについて、以下の期間、公・私立保育所等一斉に受付
を行います。山都町への転入前のお子様についても申込みが可能です。
　また、申込書提出の際には、世帯員全員のマイナンバーを記載していただき、保護者氏名欄に記入し
ている方の身分証明書とマイナンバーがわかる書類を持参してください。
　なお、一斉受付期間終了後も、随時、入所申込みは可能ですが、この期間中に申込みされた方から優
先的に入所の調整を行います。
　詳細および申込書類は、本町ホームページをご覧ください。

◎受付期間　１月 15日（月）から１月 31日（水）
◎受付場所　山都町役場　健康福祉課、各支所　健康福祉係
◎提出書類　①施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼
　　　　　　　保育所等利用（継続利用）申込書
　　　　　　②承諾（誓約）書
　　　　　　③食物アレルギー調査票
　　　　　　④保育の必要性を証明する書類
　　　　　　　・就労証明書、家庭状況証明書等
※申込書類および利用ガイド等は役場健康福祉課、各支所健康福祉係の窓口にも用意しています。

問合せ先　　本庁健康福祉課福祉係　☎ 72-1229
　　　　　　清和支所健康福祉係　　☎ 82-2111
　　　　　　蘇陽支所健康福祉係　　☎ 83-1111

　有用な人材を育成することを目的とし山都町に住む方の子で、向学心に富み、経済的な理由により修
学が困難な学生・生徒に対し、無利息で奨学金を貸与します。
◎貸与額
　○短大・大学生等　　月額２５，０００円
　○高校生等　　　　　月額１５，０００円
◎提出書類
　○奨学生申請書
　○保証書
　○在学証明書
　○民生委員の意見書
　○平成 29年度課税台帳記載事項証明書（世帯分）
　○納税証明書（世帯分）
　　申請書は、教育委員会、または清和支所、蘇陽支所にあります。
　※　現在貸与を受けていて、平成 30 年度も引き続き貸与を希望される方は、在学証明書の提出を
お願いします。

◎提出期限　平成 30年４月 20日（金）
◎提出・問い合わせ先　山都町教育委員会学校教育課（☎　72－ 0443）

山都町　平成 30年保育所申込み 検索
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